
農林水産物に含まれる放射性物質の濃度水準
○ 農業生産現場における取組等により、農畜産物に含まれる放射性セシウムの濃度水準は低くなっ

ており、２３年度末までの結果と比べ、基準超過の比率も大幅に低下。
○ きのこ・山菜類、水産物では、基準値を超過したものが見られるが、超過割合は減少。

農林水産物の放射性セシウム検査結果（17都県） （平成26年２月28日現在（豆類は３月４日現在）注１）

注1：厚生労働省及び自治体等が公表したデータに基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県。水産物は全国集計。
注2：23年度末までの検査において下の基準値を超過した割合。

基準値(平成24年4月～)：100 Bq/kg(茶については浸出液で 10 Bq/kg、原乳については50 Bq/kg。経過措置として米と牛肉は平成24年９月30日、大豆は平成24年12月31日まで500 Bq/kg(暫定規制値))。
なお、23年度末までの茶は、荒茶や製茶の状態で500 Bq/kg超のデータ集計（飲用に供する状態での放射性セシウム濃度は荒茶の概ね1/50）。超過が見られた品目・地域については、出荷制限や自粛など
が行われている。

注3：23年産米は、福島県で行った緊急調査の点数23,247点を含む。24年産米は、福島県及び宮城県の一部地域で行った全袋検査の点数1,037万点を含む。
注4：25年度に検査された24年産の大豆については、24年度の結果に含めている。
注5：超過は１点のみで、汚染した被覆資材の使用による 交差汚染の可能性。

品 目
～23年度末
超過割合注2

24年度
超過割合

25年度 基準値超過品目
上段：25年度、下段カッコ：24年度超過割合 検査点数 基準値超過点数

米注3 2.2 % 0.0008 % 0.0003 % 1,097万 28 米

麦 4.8 % 0 % 0 % 592 0 ―

豆 類 2.3 % 1.1 % 0.4 % 4,908注4 21注4 大豆
（大豆、小豆）

野 菜 類 3.0 % 0.03 % 0 % 18,580 0
―

（ホウレンソウ注5、レンコン、クワイ等５品目）

果 実 類 7.7 % 0.3 % 0 % 4,201 0
―

（ウメ、ブルーベリー、クリ、ユズ、ミカン）

茶 8.6 % 1.5 % 0 % 430 0
―

(茶)

その他地域特産物 3.2 % 0.5 % 0 % 1,613 0
―

（そば）

原 乳 0.4 % 0 % 0 % 1,867 0 ―

肉・卵
（野生鳥獣肉除く）

1.3 % 0.003 % 0 % 179,568 0
―

（牛肉、豚肉、馬肉）

きのこ・山菜類 20 % 9.2 % 2.7 % 7,225 194
野生きのこ、こしあぶら等15品目

(原木しいたけ、たけのこ等 27品目)

水 産 物 17 % 5.6 % 1.5 % 18,834 282
アイナメ、シロメバル、スズキ、ヤマメ等34品目

(アイナメ、カレイ、ヤマメ等56品目)

農林水産物計 3.4 % 0.02 % 0.005 % 1,121万 525
～23年度末検査総数：140,029点

24年度検査総数：1,059万点

70
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/subject.pdf



71
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/subject.pdf

72
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/subject.pdf


